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手続名 建設業の事業承継に係る認可 根拠条項 
第 17 条の２ 

第 17 条の３ 
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（譲渡及び譲受け並びに合併及び分割） 

第 17 条の２ 建設業者が許可に係る建設業の全部の譲渡を行う場合において、譲渡人及び譲受人が、あらかじめ当該譲渡及び譲受けに

ついて、国土交通省令で定めるところにより次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者の認可を受けたときは、譲受人

は、当該譲渡及び譲受けの日に、譲渡人のこの法律の規定による建設業者としての地位を承継する。 

(1)・(2) 略 

２ 建設業者である法人が合併により消滅することとなる場合・・・において、合併消滅法人等が、あらかじめ当該合併について、国土

交通省令で定めるところにより次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者の認可を受けたときは、合併存続法人又は合

併により設立される法人は、当該合併の日に、合併消滅法人のこの法律の規定による建設業者としての地位を承継する。 

(1)～(3) 略 

３ 建設業者である法人が分割により建設業の全部を承継させる場合・・・において、分割被承継法人等が、あらかじめ当該分割につい

て、国土交通省令で定めるところにより次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者の認可を受けたときは、分割承継法

人は、当該分割の日に、分割被承継法人のこの法律の規定による建設業者としての地位を承継する。 

(1)～(3) 略 

４～７ 略 

 

（相続） 

第 17 条の３ 建設業者が死亡した場合において、当該建設業者の相続人が被相続人の営んでいた建設業の全部を引き続き営もうとする

ときは、その相続人は、国土交通省令で定めるところにより、被相続人の死亡後 30日以内に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該

各号に定める者に申請して、その認可を受けなければならない。 

(1)・(2) 略 

２～５ 略 
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